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第１５号議案 

芦屋市職員の退職管理に関する条例の制定について 

 芦屋市職員の退職管理に関する条例を別紙のように定める。 

平成２８年２月１６日提出 

                        芦屋市長 山 中  健    

提案理由 

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の

一部改正に伴い，営利企業等に再就職した元職員による働きかけの規制に関し必要な

事項を定めるため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

芦屋市職員の退職管理に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第３８条の２第８項及び第３８条の６第２項の規定に基づき，職員の退職

管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（再就職者による依頼等の規制） 

第２条 法第３８条の２第１項，第４項及び第５項の規定によるもののほか，再就職

者（同条第１項に規定する再就職者をいう。）のうち，同条第８項の国家行政組

織法（昭和２３年法律第１２０号）第２１条第１項に規定する部長又は課長の職

に相当する職として規則で定めるものに離職した日の５年前の日より前に就いて

いた者は，当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等（法第３８条

の２第１項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。）の役職員（同

項に規定する役職員をいう。）又は同条第８項の役職員に類する者として規則で

定めるものに対し，契約等事務（同条第１項に規定する契約等事務をいう。）で

あって離職した日の５年前の日より前の職務（当該職に就いていたときの職務に

限る。）に属するものに関し，離職後２年間，職務上の行為をするように，又は

しないように要求し，又は依頼してはならない。 

（任命権者への届出） 

第３条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職

員であった者（退職手当通算予定職員（法第３８条の２第３項に規定する退職手

当通算予定職員をいう。）であった者であって引き続いて退職手当通算法人（同

条第２項に規定する退職手当通算法人をいう。）の地位に就いている者及び公益

的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０

号）第１０条第２項に規定する退職派遣者を除く。）は，離職後２年間，営利企

業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に限る｡）又は営

利企業の地位に就いた場合は，日々雇い入れられる者となった場合その他規則で

定める場合を除き，規則で定めるところにより，速やかに，離職した職又はこれ
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に相当する職の任命権者に規則で定める事項を届け出なければならない。 

（補則） 

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

   附 則 

この条例は，平成２８年４月１日から施行する。 
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参 照 １ 

芦屋市職員の退職管理に関する条例要綱 

１ 制定の趣旨 

  地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法

の一部改正に伴い，営利企業等に再就職した元職員による働きかけの規制に関し

必要な事項を定めるため，この条例を制定しようとするもの。 

２ 制定の内容 

(1) 再就職者による依頼等の規制（第２条関係） 

営利企業等に再就職した元職員のうち，国の部長又は課長の職に相当する職と

して規則で定めるものに，離職した日の５年前の日より前に就いていた者は，当

該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の現職の職員等に対し，離

職した日の５年前の日より前の職務に属する執行機関の組織等の役職員又はその

役職員に類する者として規則で定めるものに対し，契約等事務であって離職した

日の５年前の日より前の職務に属するものに関し，離職後２年間，職務上の行為

をするように，又はしないように要求し，又は依頼してはならないこととする。 

  ※ 契約等事務とは，市と再就職した営利企業等との間で締結される売買，貸借，

請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法で規定する

処分に関する事務をいう。 

(2) 任命権者への届出（第３条関係） 

管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いていた元職

員は，離職後２年間，営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報

酬を得る場合に限る｡）又は営利企業の地位に就いた場合は，日々雇い入れられ

る者となった場合その他規則で定める場合を除き，規則で定めるところにより，

速やかに，離職した職等の任命権者に規則で定める事項を届け出なければならな

いこととする。 

３ 施行期日 

平成２８年４月１日 
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参 照 ２ 

地方公務員法抜粋（平成２８年４月１日施行） 

 （再就職者による依頼等の規制） 

第３８条の２ 職員（臨時的に任用された職員，条件付採用期間中の職員及び非常勤

職員（第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を

除く。以下この節，第６０条及び第６３条において同じ。）であつた者であつて

離職後に営利企業等（営利企業及び営利企業以外の法人（国，国際機関，地方公

共団体，独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定

する特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く。）をいう。以下同

じ。）の地位に就いている者（退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続

いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第２項に規定

する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。）は，離職前５年間に在職し

ていた地方公共団体の執行機関の組織（当該執行機関（当該執行機関の附属機関

を含む。）の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第３

８条の７において同じ。）若しくは議会の事務局（事務局を置かない場合にあつ

ては，これに準ずる組織。同条において同じ。）若しくは特定地方独立行政法人

（以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。）の職員若しくは特定地方

独立行政法人の役員（以下「役職員」という。）又はこれらに類する者として人

事委員会規則（人事委員会を置かない地方公共団体においては，地方公共団体の

規則。以下この条（第７項を除く。），第３８条の７，第６０条及び第６４条に

おいて同じ。）で定めるものに対し，当該地方公共団体若しくは当該特定地方独

立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人（国家公務員法（昭和２２年法

律第１２０号）第１０６条の２第１項に規定する子法人の例を基準として人事委

員会規則で定めるものをいう。以下同じ。）との間で締結される売買，貸借，請

負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手

続法（平成５年法律第８８号）第２条第２号に規定する処分に関する事務（以下

「契約等事務」という。）であつて離職前５年間の職務に属するものに関し，離

職後２年間，職務上の行為をするように，又はしないように要求し，又は依頼し
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てはならない。 

２ 前項の「退職手当通算法人」とは，地方独立行政法人法第２条第１項に規定する

地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な

関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの（退職手当（これに相当す

る給付を含む。）に関する規程において，職員が任命権者又はその委任を受けた

者の要請に応じ，引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつ

た場合に，職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者

としての勤続期間に通算することと定められており，かつ，当該地方公共団体の

条例において，当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引

き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者とし

ての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定

められている法人に限る。）をいう。 

３ 第１項の「退職手当通算予定職員」とは，任命権者又はその委任を受けた者の要

請に応じ，引き続いて退職手当通算法人（前項に規定する退職手当通算法人をい

う。以下同じ。）の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職す

ることとなる職員であつて，当該退職手当通算法人に在職した後，特別の事情が

ない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で

定めるものをいう。 

４ 第１項の規定によるもののほか，再就職者のうち，地方自治法第１５８条第１項

に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職

であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の５年前の日より前に就いて

いた者は，当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織

等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し，契約

等事務であつて離職した日の５年前の日より前の職務（当該職に就いていたとき

の職務に限る。）に属するものに関し，離職後２年間，職務上の行為をするよう

に，又はしないように要求し，又は依頼してはならない。 

５ 第１項及び前項の規定によるもののほか，再就職者は，在職していた地方公共団

体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定め

るものに対し，当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業

等（当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。）若しくはその子法

人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人に

おいてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該
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特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手

続法第２条第２号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し，職務上の

行為をするように，又はしないように要求し，又は依頼してはならない。 

（第６項及び第７項省略） 

８ 地方公共団体は，その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めると

きは，再就職者のうち，国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第２１条

第１項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定める

ものに離職した日の５年前の日より前に就いていた者について，当該職に就いて

いた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類す

る者として人事委員会規則で定めるものに対し，契約等事務であつて離職した日

の５年前の日より前の職務（当該職に就いていたときの職務に限る。）に属する

ものに関し，離職後２年間，職務上の行為をするように，又はしないように要求

し，又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。 

（地方公共団体の講ずる措置） 

第３８条の６ 地方公共団体は，国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当

該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し，退職管理の適正を確保す

るために必要と認められる措置を講ずるものとする。 

２ 地方公共団体は，第３８条の２の規定の円滑な実施を図り，又は前項の規定によ

る措置を講ずるため必要と認めるときは，条例で定めるところにより，職員であ

つた者で条例で定めるものが，条例で定める法人の役員その他の地位であつて条

例で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には，離職後条例で定める期

間，条例で定める事項を条例で定める者に届け出させることができる。 

国家行政組織法抜粋 

（内部部局の職） 

第２１条 委員会の事務局並びに局，部，課及び課に準ずる室に，それぞれ事務局長

並びに局長，部長，課長及び室長を置く。 

（第２項から第５項まで省略） 
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公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律抜粋 

（特定法人の業務に従事するために退職した者の採用） 

第１０条 任命権者と特定法人（当該地方公共団体が出資している株式会社のうち，

その業務の全部又は一部が地域の振興，住民の生活の向上その他公益の増進に寄

与するとともに当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであ

り，かつ，当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが

必要であるものとして条例で定めるものをいう。以下同じ。）との間で締結され

た取決めに定められた内容に従って当該特定法人の業務に従事するよう求める任

命権者の要請に応じて職員（条例で定める職員を除く。）が退職し，引き続き当

該特定法人の役職員として在職した後，当該取決めで定める当該特定法人におい

て業務に従事すべき期間が満了した場合又はその者が当該特定法人の役職員の地

位を失った場合その他の条例で定める場合には，地方公務員法第１６条各号（第

３号を除く。）の一に該当する場合（同条の条例で定める場合を除く。）その他

条例で定める場合を除き，その者が退職した時就いていた職又はこれに相当する

職に係る任命権者は，当該特定法人の役職員としての在職に引き続き，その者を

職員として採用するものとする。  

２ 前項の取決めにおいては，同項の要請に応じて退職し引き続き当該特定法人に在

職する者（以下「退職派遣者」という。）の当該特定法人における報酬その他の

勤務条件並びに当該特定法人において従事すべき業務及び業務に従事すべき期間，

同項の規定による当該退職派遣者の採用に関する事項その他当該退職派遣者が当

該特定法人の業務に従事するに当たって合意しておくべきものとして条例で定め

る事項を定めるものとする。  

（第３項から第５項まで省略） 


